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市県民税、国民健康保険税などの申告受け付けは 3 月 16 日（月）まで

　申告した内容は、市県民税、国民健康保険税などの
算定に使われます。扶養認定や医療給付などの各種手
続きで所得確認が必要な人（家族の扶養親族になって
いる人も含む）は申告を行ってください。

●本庁管内
期間　2 月 6 日（金）～ 3 月 16 日（月）の平日
　　　9 時～ 11 時 30 分、13 ～ 16 時
場所　中央保健福祉センター 8 階　講堂

●支所・宇久行政センター管内
期間　2 月 2 日（月）～ 3 月 12 日（木）の平日
　　　9 時 30 分～ 11 時 30 分、13 時～ 15 時 30 分
　　　※黒島・高島・宇久地区は時間が異なります

ので、ご注意ください。
場所　右表のとおり

※町別の指定日は、本紙 1 月号折り込み「申告受付特
集号」をご覧ください。

　8 時 45 分から当日有効の整理券を来場時に配付し
ます。混雑を避けるため 30 分ごとに受け付けする人
数を制限します。整理券に記載の時間内に受け付けを
開始します。受け付けの進行状況によって、呼び出し
の時間が遅くなる場合があります。また、次の会場は
配付開始時間が異なりますのでご注意ください。
⃝宇久：2 月 17 日（火）13 時 45 分～
⃝黒島：2 月 17 日（火）12 時 45 分～
⃝高島：2 月 20 日（金）10 時 45 分～
※ 令和 8 年度（令和 7 年分）から市県民税や国民健康保

険税などの申告をスマートフォンやパソコンからで
きるようになりました。詳しくは、市 HP をご覧く
ださい。

問市民税課（市県民税）、医療保険課（国民健康保険税）
　☎ 24-1111

問佐世保税務署（所得税）　☎ 22-2161

 整理券の配付 

 支所・宇久行政センター管内別日程・会場 

 受付期間 

日程 申告会場
2 月 2 日（月）

3 日（火）
鹿町地区コミュニティセンター

（旧鹿町町文化会館）
2 月 4 日（水）

5 日（木）
江迎地区コミュニティセンター

2 月 6 日（金） 江上地区コミュニティセンター

2 月 9 日（月）
10 日（火）

小佐々地区コミュニティセンター

2月12日（木） 柚木地区コミュニティセンター

2月13日（金） 宮地区コミュニティセンター

2月16日（月） 広田地区コミュニティセンター

2 月 17 日（火）
～20 日（金）

宇久行政センター
（17 日）14 ～ 16 時（18、19 日）9
時～ 11 時 30 分、13 ～ 16 時（20
日）9 ～ 11 時

2月17日（火）
18 日（水）

黒島地区コミュニティセンター
（17 日）13 ～ 16 時
（18 日）9 ～ 12 時、13 ～ 14 時

2月19日（木） 針尾地区コミュニティセンター

2月20日（金）
高島漁業体験館
11 ～12 時、13 ～15 時

2月24日（火）
25 日（水）

世知原支所

2月26日（木）
27 日（金）

吉井地区コミュニティセンター

3 月 2 日（月）
三川内地区コミュニティセンター
うつわ歴史館 2 階ホール

3 月 3 日（火） 大野地区コミュニティセンター

3 月 4 日（水）
中里皆瀬地区コミュニティセンター

（文化ホール）
3 月 5 日（木）

6 日（金）
早岐地区コミュニティセンター

3 月 9 日（月）
10 日（火）

日宇地区コミュニティセンター

3月11日（水）
12 日（木）

相浦地区コミュニティセンター

市 HP
（令和 8 年度申告相談・受付日程）
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「広聴」 ～あなたの声を市政へ～

　本市では、市民の皆さんからのご意見を幅広くお聞きし市政に生かすため、さまざまな広聴の取り組みを実施
しています。本市が行っている主な広聴の取り組みなどを紹介します。

「広聴」の取り組み

パブリックコメントご意見・お問い合わせフォーム

ご意見箱 SASEBO 99 Talk M Café

　市民と行政が共につくる市政のためのご意見やお
問い合わせを市 HP から受け付けています。「市長へ
の手紙」も併せて受け付けています。

　市役所に対するさまざまな意見や提案などを幅広
く受け付けるため、市役所や各支所などに専用箱と
用紙を設置しています。

　市長が市民の皆さんとの対話を深め、市民の声を
市政に生かすための意見交換の場を設けています。

「地域版」と「テーマ版」に分けて実施しています。

　本市が政策に関する計画などを決定する前に、イ
ンターネットなどを利用して計画内容（案）を市民の
皆さんに公表し、ご意見を募集しています。

問広報広聴課　☎ 24-1111

市 HP
（SASEBO 99 
Talk M Café）

市 HP
（パブリック

コメント）

市 HP
（ご意見箱）

市 HP
（お問い合わせ

フォーム）

　市民の皆さんから寄せられた一つ一つの声は、
市政をより良くしていくための大切な財産です。
日常の中で感じた疑問や気づきなどがあれば、ぜ
ひこれらの広聴の取り組みをご活用ください。本
市では、今後も広聴の取り組みを通じて、市民の
声に丁寧に耳を傾け、市民と共に考え、行動する
市政運営に努めていきます。
　なお、次のような場合など、内容によっては回
答できないことがありますのでご了承ください。

⃝特定の個人や団体を誹謗・中傷、排斥等する内
容や、プライバシーに関するもの

⃝内容または意図が不明確なもの
⃝市政に関係のない意見や、市が回答できないと

判断したもの　など
※詳しくは市 HP をご覧ください。

市 HP
（回答できない場合）

ご意見への対応


